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１．はじめに 

 

次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、

育成される環境の整備を図るため、平成１５年に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、

国や地方公共団体は、「特定事業主」として計画の策定が義務付けられました。  

 また、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会を実現することを目

的として、平成２７年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活

躍推進法」という。）」が制定され、同様に「特定事業主」として計画の策定が義務付けられ

ました。  

 本市においては、女性活躍推進法に先駆けて、平成２８年３月に平成２８年度から令和２

年度までの５年間を計画期間として、「奈良市女性職員活躍推進ポジティブ・アクションプラ

ン（以下、「アクションプラン」という。）」を策定し、女性職員の活躍推進に向けた人材育成

や職場環境づくり、組織風土の醸成に積極的に取り組むとともに、平成２８年度から令和２

年度を策定期間とする「奈良市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主計画（以

下、「特定事業主行動計画」という。）」をアクションプランの内容を受けて策定し、同時に取

組を進めてきました。 

次世代育成支援対策及び女性の活躍推進に関しては、共通する背景や課題が多く、総合的

に取り組むことが効果的・効率的と考えられることから、今回策定する特定事業主行動計画

には、アクションプランの内容も引継ぎ、一体的に取組を進めていくこととします。 

本計画を通じて、男女を問わず、すべての職員が能力や個性を十分に発揮できる環境づく

りを推進するとともに、職員のライフステージに合わせたワーク・ライフ・バランスのとれ

た職場環境づくりを目指していきます。 

  

 

 

令和３年４月１日 

 

奈良市長 

奈良市議会議長  

奈良市選挙管理委員会  

奈良市公平委員会 

奈良市代表監査委員 

奈良市農業委員会 

奈良市教育委員会 

奈良市消防長 

奈良市公営企業管理者 
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２．計画期間 

本計画期間は令和３年４月１日から令和９年３月３１日までの６年間とします。 

 

 

３．取組に向けた体制整備 

 本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍の推進及びワーク・ライフ・バランスの

推進を図るため、各特定事業主の主導のもと、人事担当課を中心として、本計画の策定・変

更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行っていきま

す。 

 

 

４．本市の状況及び課題 

次世代育成支援対策及び女性活躍推進に関する本市の状況は次のとおりです。 

 

（１）年齢別男女比率 
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（２）採用年ごとの男女比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）女性管理職の割合 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市における年齢別男女比率については、令和２年度時点で、３４歳以下の女性職員の割

合が高くなっています。これは、採用する職員の割合において、女性の割合が年々増加して

いることによります。 

本市における女性管理職の割合は平成２９年度時点で３０％を超えていますが、今後は、

管理職年齢層の職員において、女性職員の割合が増加していくことから、職員構成に基づい

た人員配置を行うことにより、管理職における女性職員の割合を増加させていくことが必要

になります。 
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（４）育児休業等を取得する男性職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性職員の育児休業取得率及び男性職員の育児参加休暇取得率は、平成２８年度と比較し

て増加傾向にありますが、対象者に対して取得者が少ないのが現状です。  

全庁的に制度周知や啓発等の取組は行ってきたものの、育児休業や育児参加休暇の取得に

より、職場に迷惑をかけるのではないかといった取得時の不安があるため、今後は取得しや

すい雰囲気及び環境の整備等の取組を強化していく必要があります。 

 

 

※各年度実績 
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（５）消防職員全体に占める女性職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職員全体に占める女性職員の割合については、平成２９年度から令和元年度までは変

化はありませんでしたが、令和２年４月１日現在においては、３．４％とわずかに増加しま

した。今後も女性職員の増加に関する取組を継続していく必要があります。 

 

 

５．目標及び取組内容 

 今回策定する計画における目標及び取組内容については、前述の本市の現状及び課題と次

世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針及び女性活躍推進法に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令に基づき分析を行った結果、以下の項目について、目標達

成に向けて取組を行うこととします。 

 

 

（１）女性のさらなる活躍の推進に関する事項 

 

目標１ 女性管理職の比率の向上 

【令和２年度】 ３１．６％            【令和８年度】 ４２％ 

※各年度４月１日現在 

※課長補佐相当職以上 

※消防局、企業局を除く 
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本市においては、年々女性の採用割合が増加している傾向があり、職員構成に基づいた人

材育成及び人員配置を行っていく必要があることから、引き続き女性管理職の比率向上に取

り組みます。 

 

《具体的な取組》 

（１）女性職員向けの研修を充実させ、政策決定の場への女性参画を促します。 

①将来の女性管理職の育成を目的として、庁内の研修や派遣研修を行い、キャリア形

成に向けた意識啓発を行っていきます。 

 

②新任監督職員に対して、部下の育成やマネジメントをはじめとした管理職にとって

必要なスキルの習得を目標とした研修を実施します。 

 

③本人の意向も踏まえた上で、能力や適性を公正に判断し、女性職員を管理職へ登用

することで、政策決定の場への女性の参画を促します。 

 

 

（２）男性の育児参加等に関する事項 

 

目標２ 男性職員の育児休業取得率の向上 

【令和元年度】  ９．７％           【令和８年度】 １００％ 

 

 

 

目標３ 男性職員の育児参加休暇取得率の向上 

【令和元年度】 ４５．２％           【令和８年度】 １００％ 

 

男性職員が育児や家事に参画することは、仕事におけるマネジメント力の向上や多様な経

験を通じて視野を広げることにつながる等、男性自身のキャリア形成にも重要になります。  

（※取得希望者が全員取得できることを目標とする。） 
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また、女性の仕事と生活の両立を後押しする役割も期待されることから、引き続き、男性

職員の育児休業取得率の向上と育児参加休暇取得率の向上に取り組みます。 

 

《具体的な取組》 

（１）子育てに関する制度の周知を積極的に行うとともに研修を実施します。 

①子育てに関する制度の概要やスケジュールを掲載した職員のための子育て応援ハン

ドブックを活用し、職員に対して定期的に制度の内容を周知することで理解を促しま

す。 

 

②男性の育児休業の取得に関する制度の理解を深めるとともに、積極的に制度を利用

できる環境づくりにつなげるための研修を実施します。 

 

③男性職員の育児休業及び育児参加休暇の取得に関する啓発を定期的に行い、休暇等

を取得しやすい組織風土醸成や意識改革につなげます。 

 

（２）子育てに関する休暇等を取得しやすい環境を整備します。 

①配偶者が出産予定である男性職員に出産等連絡カードを提出してもらうことによ

り、育児休業を取得したい男性職員を把握し、育児休業取得を支援します。 

 

②子育てに関する休暇等を取得する際に、本人と所属長とのコミュニケーションを積

極的にとることを目的として、スケジュール管理及び考慮事項などをまとめた育児参

画計画書を活用します。 

 

 

（３）消防職員全体に占める女性職員の割合に関する事項 

 

目標４ 消防職員全体に占める女性職員の割合の増加 

【令和２年度】 ３．４％             【令和８年度】 ５％ 

※各年度４月１日現在 
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《具体的な取組》 

（１）積極的な広報活動及び研修派遣を実施します。 

①採用試験における女性受験者を増加させるために、県内大学、近隣府県大学、専門

学校における就職説明会等へ積極的に参加するとともに本市現職の女性消防職員の活

躍を公式ホームページ等で幅広く広報します。 

 

②現職女性消防職員の職務意欲向上を目指し、救急救命士（国家資格）、予防技術資格

者及び消防車両等の運転及び操作を行う機関勤務員の資格取得並びに各種研修等への

派遣を推進し職域拡大を図ります。 

 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスの推進に関する事項 

                              ※各任命権者共通 

《具体的な取組》 

（１）仕事と生活のバランスのとれた働きやすい職場環境を整備します。 

①ノー残業デーの実施及び業務改善等の取組により、時間外勤務削減を積極的に推進

し、効率的な働き方を推進する組織風土の醸成や意識改革を進めていきます。 

  

②年次休暇の取得促進を図るため、各職場の実情に応じ、年次休暇の計画表の作成や

職場の業務予定の職員への早期周知を図る等の年次休暇を取りやすい雰囲気の醸成や

環境整備を行います。 

 

（２）多様な勤務形態の導入を図ります。 

①テレワーク等の情報通信技術を活用した場所にとらわれない、仕事と育児等の両立

がしやすい働き方を拡充していきます。 

 

（３）ヘルスリテラシーの向上と健康支援に取り組みます。 

①性別を問わず全ての職員が、女性特有の健康課題（月経、更年期等）や不妊治療な

ど、心身の健康に関する課題への知識を深め、ヘルスリテラシーの向上を図るための

研修や情報提供を実施します。職員一人ひとりが正しい知識を得て互いを尊重し合う

ことで、体調の変化等を気兼ねなく相談でき、適切な配慮のもとで安心して働き続け

られる職場環境を整備します。 


